
第
十
二
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
の
四
（
検
査
対
象
軽
自
動
車
の
検
査
標
章
）（
第
四
十
五
条
関
係
）

平成˜™年˜˜月™ 日 水曜日 (号外第™›š号)官 報

注
\
検
査
標
章
に
は
、
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
年
及
び
月
を
表
す
数
字
を
表
示
す
る
こ
と
。

]
検
査
標
章
の
地
色
は
黄
色
と
し
、
年
及
び
月
を
表
す
数
字
は
黒
色
と
す
る
こ
と
。

^
自
動
車
検
査
証
の
有
効
期
間
の
満
了
す
る
年
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
以
外
の
年
の
表
示
部
分
を
円
形

に
く
り
抜
く
こ
と
。

_
軽
自
動
車
検
査
協
会
が
交
付
す
る
検
査
標
章
に
つ
い
て
は
、「
国
土
交
通
省
」
の
表
示
に
代
え
て
「
軽
自
動
車

検
査
協
会
」
を
表
示
す
る
こ
と
。

`
寸
法
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
。

（
自
動
車
事
故
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
（
以
下
「
陸
運
支
局
長
」
と
い
う
。）」
を
「
陸
運
支
局
長
」に
、「
運
輸
大
臣
」

を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中「

運
輸
大
臣
」

を「
国
土
交
通
大
臣
」

に
、「地

方
運
輸
局
陸
運
支
局
長

」
を「

陸
運
支
局
長
」

に
改

め
る
。

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
に
よ
る
倉
荷
証
券
発
行
許
可
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
に
よ
る
倉
荷
証
券
発
行
許
可
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
の
二
及
び
第
十
七
号
様
式
三
中「地

方
運
輸
局
陸
運
支
局
長

」

を
「陸

運
支
局
長

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
の
二
中
「運

輸
省

」
を
「国

土
交
通
省

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
三
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「運

輸
省

」
を
「国

土
交
通
省

」
に
改
め
る
。

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
（
以
下
「
陸
運
支
局
長
」
と
い
う
。）」
を
「
陸
運
支
局
長
」に
、「
運
輸
大
臣
」

を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
の
」
を
「
陸
運

支
局
の
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「当

該
行
政
庁

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
ボ
ー
ト
、
モ
ー
タ
ー
、
選
手
、
審
判
員
及
び
検
査
員
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

ボ
ー
ト
、
モ
ー
タ
ー
、
選
手
、
審
判
員
及
び
検
査
員
登
録
規
則（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
添
附
書
類
」
を
「
添
付
書
類
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交

通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
海
事
代
理
士
試
験
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

海
事
代
理
士
試
験
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
イ
中
「
運
輸
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）」を
「
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
号
）」に
改
め
る
。

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
及
び
第
五
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
船
舶
職
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

船
舶
職
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
運
輸
省
組
織
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
百
九
条
」
を
「
国

土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
百
九
十
一
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
一
号
備
考
第
二
項
、
別
表
第
五
第
四
号
の
表
及
び
別
表
第
五
第
五
号
備
考
第
二
項
中
「
運
輸
大
臣
」

を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「M

in
iste
r
o
f
T
ra
n
sp
o
rt

」
を
「M

in
iste
r
o
f

L
a
n
d
,
In
fra
stru
c
tu
re
a
n
d
T
ra
n
sp
o
rt

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
そ
の
一
、第
十
一
号
様
式
そ
の
二
、

第
十
三
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
の
二
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
の
三
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「M

in
iste
r
o
f
T
ra
n
sp
o
rt

」
を
「M

in
iste
r

o
f
L
a
n
d
,
In
fra
stru
c
tu
re
a
n
d
T
ra
n
sp
o
rt

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
そ
の
一
及
び
第
十
六
号
様
式
そ
の
二
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「運

輸
省
令

」
を
「国

土
交
通
省
令

」
に
、「運

輸
省

の

」
を
「国

土
交
通
省
の

」
に
改
め
る
。

（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
建
設
大
臣
」

を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
港
湾
建
設
局
」
を
「
地
方
整
備
局
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
指
定
又
は
認
可
を
受
け
よ
う
」
を
「
指
定
を
受
け
、
又
は
定
め
よ
う
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

›Ÿ


